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１．経緯 

１９７４年の海上における人命の安全のための国際条約（以下「ＳＯＬＡＳ条約」と

いう。）及び１９７４年の海上における人命の安全のための国際条約に関する１９８８

年の議定書（以下「議定書」という。）に基づく証書の交付については、船舶安全法（昭

和８年法律第１１号）第２９条の３第２項において管海官庁等が国土交通省令に基づき

実施することを規定しており、証書の様式等については、海上における人命の安全のた

めの国際条約等による証書に関する省令（昭和４０年運輸省令第３９号。以下「省令」

という。）において規定しています。 

２００７年１０月に開催された国際海事機関海上安全委員会（ＭＳＣ）第８３回会合

において、ＳＯＬＡＳ条約及び議定書に関する証書様式の一部が改正され、２００９年

７月１日以降交付する証書に当該改正を反映することとされたため、省令について所要

の改正を行うことを検討しています。 

 

２．改正内容 

以下の証書様式について、ＳＯＬＡＳ条約第Ⅱ－２章第１７規則に基づき、 

① 火災安全のための「代替設計及び配置」がなされている船舶かどうか、 

② 火災安全のための「代替設計及び配置」の承認にかかる文書が当該証書に附属さ

れているかどうか、 

の２項目を以下の証書に追加することを予定しています。 

 ・旅客船安全証書（第１号様式）  

 ・貨物船安全構造証書（第２号様式）  

 ・貨物船安全設備証書（第３号様式）  

 ・貨物船安全証書（第５号様式）  

 

３．スケジュール 

公 布：平成２１年６月予定 

施行日：平成２１年７月１日 


